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○
農
林
水
産
省
令
第

号

獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
獣
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

獣
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

獣
医
療
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
診
療
従
事
者
等
の
被
ば
く
防
止
）

（
放
射
線
診
療
従
事
者
等
の
被
ば
く
防
止
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

診
療
施
設
の
管
理
者
は
、
放
射
線
診
療
従
事
者
等
の
受
け
る
等
価
線
量
が

２

診
療
施
設
の
管
理
者
は
、
放
射
線
診
療
従
事
者
等
の
受
け
る
等
価
線
量
が

次
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
四
月
一
日
を
始
期
と
す

百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

る
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
線
量
の
測
定
等
）

（
線
量
の
測
定
等
）

第
十
四
条

前
条
の
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
は
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す

第
十
四
条

前
条
の
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
は
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す

る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
線
量
及
び
内
部
被
ば

る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
線
量
及
び
内
部
被
ば

く
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
、
又
は
計
算

く
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
測
定
し
、
又
は
計
算

し
た
結
果
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
値
を
求

し
た
結
果
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
値
を
求

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
各
号
の
規
定
の
ほ
か
、
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
を
算
定
す
る
た
め

（
新
設
）

の
線
量
の
測
定
は
、
眼
の
近
傍
そ
の
他
の
適
切
な
部
位
に
つ
い
て
三
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
放
射
線
診
療
従
事
者
等
に
係
る
線
量
の
記
録
）

（
放
射
線
診
療
従
事
者
等
に
係
る
線
量
の
記
録
）

第
十
五
条

診
療
施
設
の
管
理
者
は
、
放
射
線
診
療
従
事
者
等
に
係
る
次
の
各

第
十
五
条

診
療
施
設
の
管
理
者
は
、
放
射
線
診
療
従
事
者
等
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
線
量
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

号
に
掲
げ
る
線
量
を
記
録
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

人
体
の
組
織
（
眼
の
水
晶
体
及
び
女
子
の
腹
部
を
除
く
。
）
別
の
等

二

人
体
の
組
織
別
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
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価
線
量
に
つ
い
て
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日

月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
ご
と
の
合
計
並
び
に
四

を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
ご
と
の
合
計
並
び
に
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る

月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
ご
と
の
合
計
（
女
子
の
腹
部
の
等
価
線
量

一
年
間
ご
と
の
合
計

に
あ
っ
て
は
、
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
一
月
間
ご
と
の
合
計
、
四
月

三

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十

一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間

月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
ご
と
の
合
計
並
び
に

ご
と
の
合
計
並
び
に
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
ご
と
の
合
計
）

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
ご
と
の
合
計
。
た
だ
し
、
四
月
一
日

を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
い
て
の
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
が
二
十

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
た
場
合
は
、
当
該
一
年
間
以
降
は
、
当
該
一

年
間
を
含
む
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
五
年
間
に
つ
い
て
、

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
ご
と
に
累
積
し
た
値

四

女
子
の
腹
部
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
、
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各

一
月
間
ご
と
の
合
計
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一

日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
ご
と
の
合
計
並
び
に
四
月
一
日
を
始
期
と

す
る
一
年
間
ご
と
の
合
計
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

獣
医
療
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号
（
獣
医
療
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

規
則
第
十
四
条
の
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

規
則
第
十
四
条
の
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
い
ず
れ
か
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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